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高浜発電所４号機の原子炉起動と調整運転の開始について 

（第２２回定期検査） 

 

 

 このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。 

 

記 

 

 高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力 87.0 万 kW）は、令和元年９

月 18 日から第 22 回定期検査を実施しているが、令和２年１月 30 日に原子炉を起

動し、同日に臨界となる予定である。 

 その後は、諸試験を実施し、２月１日頃に定期検査の 終段階である調整運転を

開始し、２月下旬には原子力規制委員会の 終試験を受けて営業運転を再開する予

定である。 

 

 

１ 主要工事等 

（１）高エネルギーアーク損傷対策工事            （図－１参照） 

国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生してい

ることを踏まえ、原子力規制委員会によるバックフィット（新たな規制基準の

既存の施設等への適用）として保安電源設備に係る技術基準規則等が一部改正

（平成 29 年８月）されたことから、重要安全施設への電力供給に係る電気盤

について、遮断器の遮断時間の変更やインターロックの追加を行った。 
 

（２）格納容器サンプ水位計取替工事            （図－２参照） 

格納容器サンプに設置している浮力式水位計が製造中止になったことから、

今後の保守性を考慮し、差圧式水位計へ取替えた。 

 

  



２ 設備の保全対策 

２次系配管の点検等                    （図－３参照） 

関西電力㈱の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系配管 676

箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施した。その結果、必要 小厚さを

下回る箇所および次回定期検査までに必要 小厚さを下回る可能性があると

評価された箇所はなかった。 

また、過去の点検で減肉傾向が確認された部位 35 箇所、配管取替時の作業

性を考慮した部位 40 箇所、今後の保守性を考慮した部位 20 箇所、合計 95 箇

所を耐食性に優れたステンレス鋼もしくは低合金鋼の配管に取り替えた。 

 

 

３ 蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査の結果          （図－４参照） 

   ３台ある蒸気発生器（ＳＧ）の伝熱管全数（既施栓管を除く計 9,752 本）に

ついて、渦流探傷検査を実施した結果、Ａ－ＳＧの伝熱管１本、Ｂ－ＳＧの伝

熱管１本、Ｃ－ＳＧの伝熱管３本について、管支持板部付近に外面（２次側）

からの減肉とみられる有意な信号指示が認められた。 

   原因は、管支持板下面に異物が留まり、その異物に伝熱管が繰り返し接触し

たことで摩耗減肉が発生したものと推定した。なお、異物は前回（第 21 回）

の定期検査中における弁等の分解点検時に混入したものと推定した。 

   対策として、当該伝熱管の高温側および低温側管板部で閉止栓（機械式栓）

を施工した。また、ＳＧへの異物混入の可能性のある機器の点検については、

立ち入り前に作業服を着替えるとともに靴カバーを着用することや、垂直配管

に取り付けられている弁の点検後、目視による確認が困難な箇所に対して、フ

ァイバースコープによる異物確認を行うことなどを作業手順書等に記載した。 

［令和元年 10 月 17 日、29 日、11 月 15 日、28 日 公表済］ 

 

 

４ 燃料集合体の取替え 

燃料集合体全数 157 体のうち、57 体を取り替えた。今回装荷した新燃料集

合体は 28 体である。また、ＭＯＸ燃料は 20 体を装荷した。 

燃料集合体の外観検査（52 体）を実施した結果、異常は認められなかった。 

 

 

５ 次回定期検査の予定 

   2020 年 10 月７日 

  

 
問い合わせ先 

原子力安全対策課（清水） 

内線 2353・直通 0776(20)0314 



図－１ 高エネルギーアーク損傷対策工事

工事概要

国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生していることを踏まえ、原子
力規制委員会によるバックフィット（新たな規制基準の既存の施設等への適用）として保安電源設備
に係る技術基準規則等が一部改正（２０１７年８月）されたことから、重要安全施設への電力供給に
係る電気盤について、遮断器の遮断時間の変更やインターロックの追加を行った。
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図－２ 格納容器サンプ水位計取替工事

工事概要

格納容器サンプに設置している浮力式水位計が製造中止となったことから、今後の保守性を
考慮し、差圧式水位計へ取り替えた。

格納容器サンプに設置している水位計を浮力式から差圧式へ変更した。

工事概要図
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図－３ ２次系配管の点検等

工事概要

今定期検査において、６７６箇所について超音波検査（肉厚測定）を実施した。

取替範囲概略図

「２次系配管肉厚の管理指針」
の点検対象部位

今回点検実施部位

主要点検部位 １，７０４ ２８９
その他部位 １，１０７ ３８７

合計 ２，８１１ ６７６

○２次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位

系統別概要図

【凡例】

：主蒸気系統

：給水系統

：抽気系統

：復水系統

：ドレン系統

：主な配管取替箇所

【取替理由】

①過去の点検で減肉傾向が確認されてい
るため計画的に取り替えた箇所 （３５箇所）
・必要 小厚さとなるまでの期間が
１０年未満の箇所
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ３箇所
・必要 小厚さとなるまでの期間が
１０年以上の箇所
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ３２箇所

②配管取替時の作業性※１を考慮して取り替え
た箇所 （４０箇所）
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ４０箇所

③今後の保守性※２を考慮して取り替えた
箇所 （２０箇所）
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 １箇所
炭素鋼 ⇒ 低合金鋼 １９箇所

［合計 ９５箇所］

過去の点検において減肉傾向が確認された部位３５箇所、配管取替え時の作業性を考慮した部位４０箇所、

今後の保守性を考慮した部位２０箇所、合計９５箇所を耐食性に優れたステンレス鋼もしくは低合金鋼の

配管に取り替えた。

※１：配管取替時に近傍の配管も一緒に取替えた方が
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※２：狭隘部で肉厚測定がしづらい配管を取替えた
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（結果）
必要 小厚さを下回っている箇所、および次回定期検査までに必要 小厚さを下回る可能性

があると評価された箇所はなかった。



発生箇所

図－４ 蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果(1/3)
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◆工場における再現試験等の結果、蒸気発生器内の水・蒸気の流れにより管支持板下面に留
まった異物に伝熱管が繰り返し接触することにより、摩耗減肉が発生することを確認した。

図－４ 蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果(2/3)



◆外面減肉が認められた蒸気発生器伝熱管５本については、高温側および低温側管板部で閉止
栓（機械式栓）を施工した。

◆蒸気発生器への異物混入の可能性のある機器の点検について、次の内容を作業手順書等に
記載した。
・作業員が機器に立ち入る際には、作業服を着替えるとともに靴カバーを着用する。
・垂直配管に取り付けられている弁の点検後、目視による点検が困難な箇所に対してファイバー
スコープによる異物確認を行う。
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加圧器

１次冷却材ポンプ原子炉容器

Ｇ

湿分分離加熱器

高圧タービン 低圧タービン

復水器
発電機

第１～４
低圧給水加熱器

高圧給水加熱器

脱気器タンク

脱気器

主給水
ポンプ

主給水
ブースタポンプ

異物が混入した
範囲（推定）

作業時に、使用する機材
や作業員の衣服等に付着
した異物が垂直方向の配
管内に落ちると、作業後の
異物確認時に目視が困難
な場合がある

ＳＧ水張り
ポンプ

確認できないエリア

弁（垂直）分解点検イメージ図

異物

異物
養生シート

ストレーナ

蒸気発生器

蒸気発生器内上部構造物についても確認を実施。
異物となるような部品の脱落等は認められなかった。

管板

伝熱管

機械式栓を伝熱管に挿入し、施栓装置の

先端部を引き下げることにより、中子も同

時に引き下がり、機械式栓を押し広げ施

栓する

引き下げる

中子

施栓装置の先
端部を、中子に
ねじ込む

機械式栓

施栓方法

蒸気発生器の概要図

管板部

蒸気出口

１次冷却材入口

（高温側）

１次冷却材出口

（低温側）

施栓装置
の先端部

機械式栓

ストレーナ開放点検イメージ図

図－４ 蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果(3/3)
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